
社会保障・税に関わる番号制度に関する要請

番号制度については、関連法案が３月１日に閣議決定され、今通常国会に提出され

たところであり、「より公平・公正な負担」と「きめ細やかな社会保障」を実現し、

国民の「利便性の向上」、行政の「事務の効率化」に資するもので、災害時における

「被災者支援対策」としても、活用が見込まれている。

また、民間活用により、さらなる利便性の向上が見込めることから、関連法案の早

期成立をお願いしたい。

全国知事会としては、これまでも関連法案に対して意見等を申し入れてきたところ

であるが、具体的な制度設計や制度の運用にあたって、地方の意見を実効性ある形で

反映するよう、改めて次のとおり要請する。

○ 番号制度には、常にプライバシー保護の観点から問題点が指摘されて

いることから、国民の不安を払拭し、信頼される社会基盤として制度を

導入するため、情報漏洩や目的外利用などの危険性について不断の検証を

重ね、その結果に基づいた個人情報保護方策を示し、確立すること。

○ 行政運営の効率化など、行政サイドからの必要性だけでなく、利便性

の向上や社会保障・税分野における公平性・公正性の確保など、住民サ

イドに立った具体的なメリットと導入に当たってのコストを、番号制度導

入後の社会保障・税制度の全体像とともに分かりやすく示し、国民の理

解を求めること。

○ 法施行後３年を目途として検討される個人番号の利用範囲の拡大につ

いては、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検証した上で、他

の行政分野や民間における利用が早期に実現するよう検討を進めるこ

と。また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。

○ 個人番号の利用範囲及び特定個人情報の提供の範囲については、地方

公共団体の事務に直接的に影響するものであり、主務政省令等により個

人番号の利用事務等を具体化する際には、立案段階から地方側と協議す

ること。



○ 社会保障・税番号制度の導入に伴うシステム及びネットワーク構築・

改修など、地方で必要となる作業とこれに要する経費について、詳細な

工程表や技術標準も含め法案成立後、速やかに明らかにすること。その

際、番号制度が国家的な情報基盤であることを踏まえ、システム及びネ

ットワークの構築・改修や運営にかかる経費は原則として国が負担し、

地方に新たな経費負担が生じることのないようにすること。また、番号

制度の導入に必要な公的個人認証サービスの改良に要する経費等につい

て、必要な財政措置を講じること。

○ 地方公共団体情報システム機構の設立及び運営にあたっては、情報提

供手数料等の適切な設定や国と地方の負担割合の明確化等により、受益

と責任に応じた経費負担を実現し、地方負担の減額、廃止を図ること。

その際には、現在の公的個人認証サービスの運営において、制度創設時

の過大な利用見込みにより、毎年度、地方に多額の経費負担が生じてい

る現状を踏まえること。また、機構の運営収支や地方の負担のあり方を

早期に明らかにした上で、機構業務の効率化や地方公共団体の代表によ

るガバナンスの確保などの実現に向け、地方側と十分に協議すること。

○ 番号制度の導入に伴う条例改正等、地方側で対応が必要となる作業について、

十分に情報を提供し、滞りなく作業が進められるように、地方側と十分に協議す

ること。
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